医科医療機関　各位

入院患者の他医療機関受診規制強化の撤回を求める署名及び実態調査ご協力のお願い
2010年５月　佐賀県保険医協会会長　藤戸　好典
　前略　お世話になります。

　さて、2010年改定では、入院中の患者の他医療機関受診について、①これまで規定のなかった出来高算定の病棟（入院基本料算定病棟）入院患者も入院基本料を30％削減し、他の医療機関で保険請求できる範囲に制限を設ける、②これまで他医療機関で認めていた「専門的な診療科に特有な投薬」についても入院医療機関で行うことを原則とする等、規制が強化されました。また、DPC病棟入院患者はDPC病院と合議で費用を精算し、他医療機関側は保険請求しない扱いとされました。
これにより、入院中の患者が他医療機関を受診する場合は、診療情報提供文書の発行が入院医療機関に義務付けられ、受診した日の入院基本料の基本点数を30％減額（特定入院料は基本点数を30％若しくは70％減額）しなければなりません。また外来医療機関においては請求できる診療報酬の範囲が制限され、処方は入院医療機関で行うこととなりました。

４月30日に厚生労働省から出された疑義解釈その３（問23）では、出来高病棟に入院中の患者について、①薬事法上の取扱いにおいて処方を行う医療機関が限定されている医薬品、②専門的な医師の診療の下で処方することが必要な薬剤については、外来側医療機関で処方するか、外来側医療機関の処方せんに基づいて薬局で調剤を行うこととしても良いことが示されました。
しかし、処方料や処方せん料及び調剤薬局における調剤技術料は他医療機関又は薬局で請求できますが、薬剤料は入院医療機関で請求し、外来側医療機関又は薬局は入院医療機関と合議で費用を精算する扱いで、包括病床入院患者の他医療機関での投薬については示されませんでした。
このままでは連携がうまくいかず、地域の医療連携は崩壊し、患者は必要な医療が受けられなくなることから、協会ではマスコミ、国会議員、厚生労働省に対して当該規制の撤回を求める運動を行っております。

他医療機関受診の規制強化を撤回させるためには、医療現場の実態を明らかにする必要が有ります。つきましては、下記の入院中の患者の他医療機関の実態調査にご協力くださいますとともに別紙緊急署名にご協力いただけますよう、お願いいたします。
なお、下記の実態調査及び別紙の要請署名は下記あてに６月末までにFAXにてご送付ください。

よろしくお願いいたします。

佐賀県保険医協会　宛て　　FAX番号　　０９５２（２３）５２１８　　　電話番号0952（29）1933
（　病院 ・ 有床診療所 ・ 無床診療所　）　いずれかに○をお願いします。
　医療機関名は、ご記入なくても結構です。この用紙は切り取らず、FAXください。
	入院中の患者の他医療機関の実態調査

１　入院中の患者であって、他の医療機関を受診させないといけない事例と理由

２　外来受診中の患者が他の医療機関に入院した場合でも外来受診を続ける必要がある事例と理由




